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うるま市生活困窮者支援等のための地域づくり業務委託契約書 

 

   うるま市長 中村正人（以下「甲」という。）と ○○〇（以下「乙」という。）とは、うるま

市生活困窮者支援等のための地域づくり業務委託について、次のとおり契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第 1 条 甲は、うるま市生活困窮者支援等のための地域づくり業務（以下「業務」という。）の処理

を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 

 

（委託業務の内容） 

第２条 乙は、甲の定める別紙２「うるま市生活困窮者支援等のための地域づくり業務仕様書」（以

下「仕様書等」という。）により業務を処理しなければならないものとする。 

 

（委託期間） 

第３条 委託期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（委託料の限度額） 

第４条 甲は、業務に係る委託料として、     円（うち、取引に係る消費税及び地方消費税

の額   円）を限度額として乙に支払うものとする。 

 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は、うるま市契約規則第６条第２項第 7 号の規定により免除する。 

 

（再委託の禁止） 

第６条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

（実施計画書） 

第７条 乙は、この契約の締結後 15 日以内に、次に掲げる内容を記載した事業実施計画書を甲に提出

しなければならない。 

（１） 業務の執行体制 

（２） 業務の概要、目標及びスケジュール 

（３） 業務に要する経費の収支予算書 

（４） その他甲が必要と認める事項 

２ 乙は、前項の計画を変更しようとするときは、甲の承認を受けるものとする。 

３ 甲は、乙から提出された書類の内容を精査し計画の変更又は修正を乙に指示することができる。 

 

（計画変更の承認） 



第８条 乙は、業務を効果的に実施するため、業務の内容又は経費の内訳を年度の途中で変更する

必要が生じたときは、甲の承認を受けなければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第９条 乙は、次の各号に掲げる帳簿を本委託契約後の５年間保管しなければならない。 

（１） 事業計画書及び実績報告書 

（２） 毎月の業務実績及び進捗状況報告書 

（３） 業務にかかる会計帳票 

（４） 乙が主催した会議・研修等の出席者名簿および会議録等 

（５） ケース相談受付記録、支援記録等 

（６） 業務従事者名簿等 

 

（状況報告及び調査等） 

第１０条 乙は、仕様書等に定める所により、甲に対して業務報告書を提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の遂行状況を調査し、又は乙

に対して報告を求めることができる。 

 

（実績報告書） 

第１１条 令和９年３月３１日までに次に掲げる事項を記載した、業務完了報告書を甲に提出しなけれ

ばならない。 

（１） 業務の実績記録 

（２） 業務に要した経費の収支計算書 

（３） その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、必要に応じ実施検査をすることができる。

また実績報告書に不備があれば訂正を命じることができる。 

 

（委託料の支払い） 

第１２条 乙は、委託料の限度額９割を限度として、年３回の概算払い及び業務終了後に、概算払

額を差し引いた金額の支払いを甲に請求することができる。 

２ 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に乙に支払わな

ければならい。 

３ 概算払いの時期は、６月、９月、１２月とする。各時期の概算払の限度額は、       円

とし、残額は、業務の年度終了後に委託料を確定する。 

４ 委託料の確定は、実績報告の提出を受け、その報告に係る業務の成果が本契約の内容に適合す

るものであると認められた後、業務の実施に要した経費の実支出額を精査した額と契約書記載の

委託料の限度額のいずれか低い額とする。その際、甲は支払いすべき委託料の額を乙に通知する

ものとする。 

５ 甲は、前項の委託料の額を確定した場合において、既にその額を超える委託料が支払われてい



るときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

（契約の変更） 

第１３条 甲は、必要があるときは乙と協議の上、本契約を変更することができる。 

 

（契約の解約・解除） 

第１４条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解約又は一部を解除することが

できる。 

（１） 乙が、本契約に違反し、契約の目的を履行することができないと認めたとき。 

（２） 乙が、正当な理由によって本契約の解約又は解除を申し出たとき。 

（３） 甲の都合により、本契約の解約又は解除を必要とするとき。 

 

（損害賠償） 

第１５条 乙は、前条第１項第１号又は第２号に該当する理由により、本契約を解約又は解除され

た場合において、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、前条第１項第３号に該当する理由により、本契約を解約又は解除した場合において、乙

に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第１６条 乙は、業務の履行にあたって第三者に損害を及ぼしたときは、乙の負担において賠償す

るものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 

 

（物品の管理） 

第１７条 乙は、業務の円滑な遂行にあたり必要な物品を購入する場合、甲へ確認した後、購入す

るものとし、物品等を購入した場合は、善良なる管理者の注意をもって管理するのとする。 

２ 前項により購入した物品等について、事業完了後の所有は原則として甲に帰属するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１８条 乙は、業務の履行を通じて知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利

用してはならない。委託期間満了後及びこの契約の解除後も同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙１「個人

情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。 

 

（疑義等の処理） 

第２０条 本契約に定めのない事項について、疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ決定するも

のとする。 



 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自１通を保有する

ものと  

する。 

 

令和８年  月  日 

（甲）   うるま市みどり町一丁目１番１号 

  うるま市長 中村 正人 

 

（乙）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

個人情報の取扱いに関する特記仕様書 

 

（個人情報の保護に関する条例等の遵守） 

第１条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）（以下「法」という。）及び個人

情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）、個人情報保護委員会が示す個人情報の

保護に関する法律についてのガイドライン等の指針、甲の定めるうるま市個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和５年条例第１号）に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書（以下「特記仕

様書」という。）を遵守しなければならない。 

 

（基本的事項） 

第２条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務（以下「本委託業務」という。）

の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わな

ければならない。 

 

（適正な管理） 

第３条 乙は、本委託業務の実施にあたって、個人情報の取扱いに係る個人情報の漏えい、滅失、毀損

その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事故」という。）の防止を図り、個人情報を適正に管理す

るために必要な措置を講じなければならない。 

 

（管理体制の整備） 

第４条 乙は、個人情報を安全に管理するため、内部における管理体制を整備し、その体制を維持しな

ければならない。 

２ 乙は前項の管理体制を整備するため、個人情報の取扱いに係る業務責任者及び業務従事者（以下「業

務責任者等」という。）を定めるものとする。 

３ 業務責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならな

い。 

４ 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 

 

（業務責任者等の届出） 

第５条 乙は、個人情報の取扱いに係る業務責任者等を定め、書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに係る業務責任者等を変更する場合の手続きを定めなければならない。 

３ 乙は、業務責任者等を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

 

（教育及び研修の実施） 

第６条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上に努め、特記仕様書に記載さ

れている遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項についての教育及び研修を、業

務責任者等に対して実施しなければならない。 

 



 

（秘密の保持） 

第７条 乙は、本委託業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契約期間満了後、

本委託業務の解除後及び職を退いた場合においても同様とする。 

２ 乙は、本委託業務に係る業務を派遣労働者、契約社員その他正社員以外の労働者（以下「派遣労働

者等」という。）に行わせる場合は、派遣労働者等に本委託業務に基づく一切の義務を遵守させなけれ

ばならない。 

３ 乙は、甲に対して、派遣労働者等を含む労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

 

（収集の制限） 

第８条 乙は、本委託業務のために個人情報を収集するときは、本委託業務を履行するために必要な範

囲内で、適正かつ公正な手段によらなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第９条 乙は、甲の指示がある場合を除き、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業

務以外の目的で利用し、又は無断で第三者に提供してはならない。 

 

（個人情報の受渡し） 

第１０条 乙は、甲と乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った

上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第１１条 乙は、本委託業務を履行するために甲から提供を受けた資料であって、個人情報をその内容

に含むもの（以下「提供資料」という。）及び本契約の目的物（本委託業務を履行する過程で作成した

ものを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限

りではない。 

 

（提供資料等の返却又は消去若しくは破棄） 

第１２条 乙は、本委託業務を完了したときは、本委託業務の目的物の引渡しと併せて、提供資料を返

却するとともに、乙が使用した機器内に存する個人情報その他の甲に関する情報（以下「乙の機器内

の個人情報等」という。）を消去し、又は廃棄しなければならない。 

２ 前項の規定による消去又は廃棄（以下「情報消去等」という。）をするときは、当該情報が記録され

た記録媒体の物理的な破壊その他乙の機器内の個人情報等の復元を不可能とするために必要な措置を

講じなければならない。 

３ 情報消去等をするときは、あらかじめ、情報消去等をする乙の機器内の個人情報等の内容、記録媒

体及び数量並びに情報消去等の方法及びその予定日を書面により甲に通知し、その承諾を得なければ

ならない。 

４ 乙は、情報消去等に際し、甲から立ち合いを求められたときは、これに応じなければならない。 

５ 乙は、情報消去等を行ったときは、遅延なく、情報消去等を行った日時及び担当した者並びに消去



し、又は廃棄した乙の機器内の個人情報等の内容を書面により、甲に報告しなれければならない。 

 

 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１３条 乙は、個人情報の取扱い状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければなら

ない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 

（監査及び検査） 

第１４条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講

じられているかどうか検証及び確認するため、乙に対して監査又は検査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達成するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の履行に関して

必要な指示をすることができる。 

 

（事故時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合又は生じるおそれがある

事案が発覚した場合（以下「事故等」という。）は、その事故等の発生に係る帰責の有無にかかわらず、

直ちに甲に対して、当該事故にかかわる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面に

より報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、

被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関

する情報を公開することができる。 

 

（契約解除） 

第１６条 甲は、乙が特記仕様書に定める義務を履行しない場合又は履行されない恐れがあると認めた

場合は、特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の

賠償を請求することはできないものとする。 

 

（損害賠償） 

第１７条 乙の故意又は過失を問わず、乙が特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に

対する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）を発生させた場合は、その損害を賠償しなければならな

い。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


